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第5章 市の事務事業における削減目標（事務事業編） 

1．事務事業に伴う温室効果ガス排出量 

本市の事務事業に伴う 二酸化炭素排出量は、 基準年度と なる平成 25（ 2013） 年度では 7, 579t -

CO2、 直近年度である令和 6（ 2024） 年度は 5, 358t -CO2（ 基準年度比 29. 3％削減） と なっ ていま

す。  

令和 6（ 2024） 年度のエネルギー区分別の二酸化炭素排出量の構成は、 電気が 8 割以上を占

め、 次いで灯油と なっ ています。 平成 25（ 2013） 年度と 比較すると 電気の割合が増加し ていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 二酸化炭素排出量 

 

 

【平成 25（2013）年度】         【令和 6（2024）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 エネルギー区分別二酸化炭素排出量の構成比 
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令和 6（ 2024） 年度における 施設別の二酸化炭素排出状況を以下に示し ます。 ウェ ルピア伊予

が全排出量の 17. 7％を占め、 以下、 伊予市下水浄化センタ ー（ 10. 1％）、 学校給食センタ ー

（ 9. 3％） と 続いています。  

排出量上位 10 施設で市全体の排出量の約 66％を占めています。 さ ら に、 上位 5 施設の排出量

は全体の 50％程度と なっ ており 、 こ れら の施設に対する排出量の削減が重要と なり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 端数処理の関係から 、 各項目を足し 合わせた値と 合計が一致し ない場合があり ます。  

図 5-3 施設別二酸化炭素排出量（令和 6（2024）年度） 
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2．温室効果ガス等の削減目標の設定 

（1） 目標設定の考え方 

国の地球温暖化対策計画において、 地方公共団体実行計画（ 事務事業編） に関する取組は、 政

府実行計画に準じ て取り 組むこ と が求めら れているこ と から 、 本計画では、 政府実行計画で目標

と し て掲げら れている「 平成 25（ 2013） 年度を基準と し て、 政府の事務及び事業に伴い直接的

及び間接的に排出さ れる温室効果ガスの総排出量を 令和 12（ 2030） 年度までに 50％削減するこ

と 」 を踏まえた目標を 設定し ます。  

 

（2） 温室効果ガス等の削減目標 

本計画では、「 令和 12（ 2030） 年度における温室効果ガス排出量を平成 25（ 2013） 年度比で 

50％削減」 を 目標と し ます。  

さ ら に、 中期目標と し て、「 令和 17（ 2035） 年度における温室効果ガス排出量を 平成 25（ 2013）

年度比で 65％削減」、「 令和 22（ 2040） 年度における温室効果ガス排出量を平成 25（ 2013） 年度比

で 79％削減」 と し 、 長期的な目標と し て、「 令和 32（ 2050） 年までに温室効果ガス排出量実質ゼ

ロ」 を目指し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画の温室効果ガスの削減目標 

●計画目標：令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量を 

平成 25（2013）年度比で 50％削減 

●中期目標：令和 17（2035）年度における温室効果ガス排出量を 

平成 25（2013）年度比で 65％削減 

令和 22（2040）年度における温室効果ガス排出量を 

平成 25（2013）年度比で 79％削減 

●長期目標：令和 32（2050）年度までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ 
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3．削減目標達成に向けた基本方針 

本計画の目標を 達成するため、 以下の方針に基づいて取組を推進し ます。 ハード 及びソ フ ト の

両面から 温室効果ガス排出量の削減に努めます。  

取組の推進にあたっ ては、 新し い技術の活用、 民間事業者と の連携を 図るなど、 費用対効果を

見極めながら 推進し ていき ます。  

 

基本方針 1 市有施設への再生可能エネルギーの導入 

国の政府実行計画では、 太陽光発電の最大限の導入を 図るため、 令和 12（ 2030） 年度には設

置可能な建築物（ 敷地を含む） の約 50％以上に太陽光発電設備を設置するこ と を目指すと し て

います。 本市においても 、 令和 5（ 2023） 年度に実施し た「 公共施設等への太陽光発電設備等の

導入可能性調査」 結果をも と に、 設置可能な建築物等に太陽光発電設備の導入を検討すると と も

に、 令和 12（ 2030） 年度までに公共施設で調達する電気のう ち再生可能エネルギー由来の電気

の占める割合を高めます。  

 

基本方針 2 公共施設の脱炭素化の推進 

省エネルギー性能の高い設備・ 機器の導入、 建築物の脱炭素化など、 建物のエネルギーの消費

効率を向上さ せる こ と は、 温室効果ガス排出量の削減に大き な効果を発揮し ます。  

高断熱・ 高効率仕様など、 設備の新築及び改修時には計画・ 設計段階から 省エネルギーに配慮

し た施設になるよ う に検討すると と も に、 設備・ 機器等の更新時期も 踏まえた取組を 推進し ま

す。 特にLED照明については、 令和12（ 2030） 年度までに公共施設の100％に導入する こ と を目指

すと と も に、 高効率設備への更新・ 導入を 進め、 公共施設を 中心と し たZEB化にも 取り 組んでい

き ます。  

 

基本方針 3 公用車の脱炭素化の推進 

電気自動車（ EV） や燃料電池自動車（ FCV） 等は、 公用車の脱炭素化と と も に、 災害時等の停

電時には非常用電源と し て活用でき るこ と から 、 レ ジリ エンスの向上を 進める上で重要です。  

本市では次世代自動車の導入やエコ ド ラ イ ブの推進、 公用車の適正管理に取り 組むこ と によ

り 、 公用車の脱炭素化を図り ます。  

 

基本方針 4 職員の環境配慮行動の推進 

地球温暖化は日常生活や事業活動に起因するも のであり 、 脱炭素型ラ イ フ スタ イ ルの実践を 進

める こ と が重要です。  

環境に配慮し た設備の使用を 職員全体で取り 組むと と も に、 庁舎等の使用電力量の削減や環境

に配慮し た製品の調達、 使用拡大などを推進し 、 環境への負荷の低減を 図り ます。  

また、 公共施設から 排出さ れる廃棄物については、 ごみの減量化に努めるだけでなく 、 素材自

体を 再生可能な資源を 活用し たも のに切り 替えるこ と で環境負荷の大き い石油由来のプラ スチッ

ク の消費を抑制するなど、 循環型社会の形成を 推進し ます。  
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4．具体的な取組 

基本方針 1 市有施設への再生可能エネルギーの導入 

 太陽光発電設備の導入 

・ 既存の公共施設への太陽光発電設備の最大限の導入に努めます。  

・ 公共施設の改修や、 新築の際に太陽光発電設備等の導入を検討し ます。  

・ 初期投資を 必要と し ないPPAモデルによ る太陽光発電の導入に向けて検討を 行い、 公共施設

や市有地へ率先的に導入し ます。  

・ ソ ーラ ーカ ーポート の導入を検討し ます。  

 

 蓄電池設備の導入 

・ 平常時における電力のピーク カ ッ ト や停電時におけるレ ジリ エンスの向上を 進めるため、

太陽光発電設備を 導入する 際には蓄電池の設置を検討し ます。  

 

 再生可能エネルギー電力等の調達の推進 

・ 二酸化炭素排出係数の小さ い電力への切り 替えを 進めます。  

・ 軽油や灯油等を 使用する設備は、 電化若し く は二酸化炭素排出係数が小さ い燃料へ転換し

ます。  

 

基本方針 2 公共施設における脱炭素化の推進 

 公共施設の省エネルギー化の推進 

・ 今後、 新築を 予定し ている 施設については、 ZEB Or i ent ed 相当以上を 目指し ます。  

・ 大規模改修時には、 省エネ設計や断熱性能の向上を 図ると と も に、 高効率な省エネルギー

機器や再生可能エネルギー設備の導入により 、 建築物のZEB化を目指し ます。 また、 ZEB化

が難し い施設についても 、 可能な限り 省エネ性能を 高めます。  

・ 断熱材・ 遮熱塗装や、 断熱サッ シ・ ド ア等による断熱性能の向上を 図り ます。  

・ エネルギー消費量の削減を 目指し 、 公共施設等にBEMSの導入を検討し ます。  

・ 電力デマンド 管理を 行い、 ピーク 時の電力の削減を 積極的に図り ます。  

・ エネルギー使用量が大き い公共施設等については、 省エネ診断等の実施に努める と と も

に、 診断結果を活用し て公共施設の効率的な省エネを 図り ます。  

 

 省エネルギー型機器の導入等 

・ 照明設備のLED照明導入割合について、 100％を目指し ます。  

・ 高効率空調などの省エネルギー型機器の導入や更新を 図り ます。  

・ 調光システムや人感センサーの導入を検討し ます。  
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 公共施設を活用したEV充電インフラ整備事業 

・ 公共施設の敷地内にEV充電器を 設置し 、 施設利用者等の利便性向上を 図ると と も に、 民間

活力の導入による市有財産の有効活用を 推進し ます。  

・ 災害等の非常時において、 公用車（ 電気自動車） の円滑な運用を 維持するためのエネルギ

ー供給拠点と し て活用し 、 市役所自ら の災害応急対策の強化を 図り ます。  

・ 民間事業者の参画を 促す設置手法を 検討し 、 持続可能かつ効率的なイ ンフ ラ 整備を進めま

す。  

 

EV 充電器設置場所 

施設 所在地 設置基数 利用可能時間 

双海地域事務所 双海町上灘甲 5821 番地 6 4 基 24 時間 

下灘コ ミ ュ ニティ

センタ ー 
双海町串甲 3670 番地 16 4 基 24 時間 

（ 出典） 伊予市 HP 

 

 

基本方針 3 公用車の脱炭素化の推進 

 次世代自動車の導入 

・ 公用車について、 電気自動車（ EV）、 燃料電池車（ FCV）、 プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 自動車

（ PHEV）、 ハイ ブリ ッ ド 自動車（ HV） の導入を図り ます。  

・ 電気自動車の充電設備の設置など、 電動車の導入に向けたイ ンフ ラ 整備を 進めます。  

 

 エコドライブの推進 

・ 急発進・ 急加速の抑制やアイ ド リ ングスト ッ プなどエコ ド ラ イ ブを 実施し ます。  

・ 不必要なカ ーエアコ ンの使用を 控えます。  

・ 不要な荷物の積載を 控えます。  

・ 出発前に経路や道路状況を 確認し 、 適切な移動を 行います。  

 

 公用車の適正管理 

・ 公用車の走行距離や燃費などを 把握し 、 保有台数の適正化を 図り ます。  

・ 定期的な車両の点検・ 整備を 適正に行います。    
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基本方針 4 職員の環境配慮行動の推進 

 省エネルギー行動の推進 

・ 点灯時間の縮減や適切な照度調整により 節電を徹底し ます。  

・ 昼休みは業務上支障がない範囲で消灯を 徹底し 、 夜間も 業務上必要最小限の範囲で点灯し

ます。  

・ 空調設備の清掃・ 点検を 定期的に行う など、 維持管理を 適正に行います。  

・ 冷房は28℃、 暖房は20℃を 目安に適正な調整に努めます。  

・ 冷暖房使用時のカ ーテン、 ブラ イ ンド の使用などにより 冷暖房負荷を 削減し ます。  

・ 冷暖房と サーキュ レ ータ ー等を 併用し 、 温度ムラ を 緩和し ます。  

・ 会議室等の空調は、 使用後停止し ます。  

・ 自然光や外気を 取り 入れ、 不要な照明・ 空調の使用防止に努めます。  

・ ク ールビズ、 ウォ ームビズを実施し ます。  

・ 湯沸器・ 温水器は、 タ イ マー制御が可能なも のについては利用実態に合わせて利用時間を

設定し ます。  

・ ボイ ラ ー等の機器を 適正管理し 、 効率的運転を行います。  

・ パソ コ ンやプリ ンタ ーなどの機器について、 省エネルギーモード 設定の適用を徹底し ま

す。  

・ 出張などは極力、 公共交通機関（ 鉄道、 バス） を 利用し ます。  

 

 省資源化の推進 

・ ごみの分別を 徹底し 資源化の取組に努めます。  

・ 使用済みの紙類回収ボッ ク スを 設置し 、 古紙の回収を 推進し ます。  

・ ワンウェ イ （ 使い捨て） 製品の使用や購入の抑制を 図り ます。  

・ 環境ラ ベリ ング（ エコ マーク 、 グリ ーン マーク など） 対象製品を 購入し ます。  

・ 会議資料等の両面印刷・ 両面コ ピーを徹底すると と も に、 ページ数や部数についても 必要

最小限の量と し ます。  

・ 環境省が定めた「 環境物品等の調達の推進に関する基本方針」 に基づき 、 再生可能素材が

使用さ れている等、 環境に配慮し た物品等の調達を 推進し ます。  

・ 水道使用時には、 水圧の調整やこ まめに水を 止める など、 節水に努めます。  

 

 デジタル化の推進 

・「 伊予市デジタ ル化推進計画」 に基づき 、 DX 化を進め、 より 効率的な業務を 行う こ と で、

環境負荷低減を図り ます。  

 

 職員等の意識啓発 

・ 職員に対する研修会などを 開催し 、 環境意識の向上を 図り ます。  

・ 本計画の実施状況等、 環境に関する情報を庁内で共有し ます。  
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5．グリーン購入推進方針 

（1） 目的 

地球温暖化や廃棄物処理などの環境問題を 解決するためには、 大量生産、 大量消費、 大量廃棄

型の社会経済活動やラ イ フ スタ イ ルを 見直し 、 環境負荷が少ない、 地域環境や地球環境と 共生し

た循環型社会づく り の形成に取り 組む必要があり ます。 その取組と し て、 商品やサービスの購入

にあたり 、 より 環境負荷が少ない商品等を 選択するグリ ーン購入を 推進するこ と により 、 地球温

暖化防止を積極的に推進し 循環型社会の構築を 図り ます。  

また、 電力供給、 自動車の購入等、 温室効果ガス等の排出の削減に配慮し た契約の推進によ

り 、 さ ら なる温室効果ガス排出の削減等に取り 組みます。  

 

（2） 対象とする範囲 

市の全ての組織を 対象と し ます。  

 

（3） 基本的な考え方 

 事前に物品等の必要性や適正量を 十分に検討し 、 調達する物品の量は、 必要最小限と する。  

 環境への負荷の状況については、 材料と なる資源の採取から 、 製造、 流通、 使用、 廃棄、

リ サイ ク ルなど、 物品のラ イ フ サイ ク ル全般を 考慮する。  

 物品等の長期・ 適正使用及び廃棄時の分別を適切に行い、 環境負荷を低減する。  

 愛媛県資源循環優良モデル認定制度＊で認定を受けるなど、 環境保全に積極的な事業者が

製造し 、 又は販売する 物品を 可能な限り 優先し て購入する。  

 環境配慮契約に当たっ ては、 経済性に留意し つつ、 価格以外の多様な要素を も 考慮するこ

と で、 環境に配慮し た物品等の普及に取り 組み、 でき る限り 広範な分野で環境配慮契約の

実施に努める。  

 

（4） 対象品目及び調達目標 

環境省が定める「 環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（ 以下「 グリ ーン購入法基本方

針」 と いう 。） に記載さ れている品目を グリ ーン購入の対象と し ます。  

調達目標は、 原則と し て「 グリ ーン購入法基本方針」 の基準を 満たすも のを 調達するこ と と し

ます。 また、「 グリ ーン購入法基本方針」 の基準を満たす商品等がない場合や、 品質、 性能等の

問題で事実上支障が生じ る場合等、 その他の調達が困難な場合は、 基本的な考え方に留意し て物

品等を選択するこ と と し ます。  
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（5） グリーン購入推進方針の運用方法 

 必要性を よく 考え、 適正量を 調達し ます。  

 物品等の調達においては、「 グリ ーン購入法基本方針」 に従い、 品目別の環境配慮仕様を

満たすも のを 調達する こ と を 原則と し ます。 なお、「 グリ ーン購入法基本方針」 に定めの

ない品目については、 可能な限り 、 ｢エコ マーク ｣、 ｢グリ ーンマーク ｣等の第三者機関が認

定するも の、 グリ ーン購入ネッ ト ワーク の「 エコ 商品ねっ と 」 等に掲載さ れている物品等

の選択に努めます。  

 温室効果ガス削減のためのカ ーボンフ ッ ト プリ ント マーク についても 適宜参考と し ます。  

 物品及び製造事業者及び販売事業者に関する環境関連情報を積極的に活用し て購入に役立

てます。  

 電力の調達においては、 温室効果ガス等による環境負荷について適切に考慮し 、 環境に配

慮し た契約の推進に努めます。  

 自動車の調達においては、 仕様等の検討に当たり 、 環境負荷の低減を図るため、 より 二酸

化炭素排出量の少ないも のや燃費のよいも のを 調達するよう 努めます。  

 建築物は、 長期間にわたっ て使用するも のであるこ と から 、 設計に当たり 、 木材の利用、

節水、 自然エネルギーの活用及び敷地内の緑化など、 環境に配慮し た設備等の導入を積極

的に検討し 、 建築物の環境保全性能を 向上するよう 努めます。  

 環境に配慮し た物品等の調達の推進に必要な情報について、 庁内への情報提供に努めま

す。  

 定期的に、 環境に配慮し た物品等の調達の取組状況を 把握し 、 公表に努めます。  

 
 

＜コラム＞ グリーン購入 

モノ を購入する際に、 まず必要かどう かを 考えて、 必要な時は環境のこ と を 考えて、 環境

負荷ができ るだけ小さ いも のを買う こ と が「 グリ ーン購入」 です。 また、 環境を考えて作ら

れたも の、 長く 大切に使えるも の、 使い終えたら ごみが少なく なるも のを選びます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出典） 環境省 HP 

 


